
　 （１）指導検査実施年月日
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（４）改善状況報告書の提出の有無

（５）指摘に対する是正状況
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（３）文書による指摘の内容
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平成２５年度社会福祉法人指導検査結果

（３）文書による指摘の内容

（３）文書による指摘の内容

　改善済

　有

　有

　改善中

　・社会福祉事業を行うための必要な資金を確保すること

　・支出の処理を適正に行うこと

　・借入金及び償還計画については、理事会で十分に審議し決定すること

　・贈与契約を適正に履行すること

　平成２５年９月３日及び平成２５年９月６日

　有

　・評議員会の審議は、定款に従って適正に行うこと

　・決算附属明細書を適正に整備すること

　有

１　社会福祉法人　墨田区社会福祉協議会

２　社会福祉法人　寿公会

３　社会福祉法人　向島生活館

　平成２５年７月２４日及び平成２５年７月２５日

　平成２５年１０月１１日

　無

　－

　－

　－
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（３）文書による指摘の内容

（３）文書による指摘の内容

　改善済

　・　定款施行細則を整備すること

　有

　－

　改善中

　・　定款施行細則を整備すること

　・　役員・評議員の報酬等の規程を整備し、勤務実態に即して支給すること

　・　経理規程を制定すること

　有

　有

　有

　－

　－

　無

　－

　・　予算の補正に当たっては、評議員会の意見を聴き、理事会の議決を得るこ
　　と

　平成２５年１２月１０日

４　社会福祉法人　緑榮会

５　社会福祉法人　七施

６　社会福祉法人　墨田さんさん会

７　社会福祉法人　愛清館

　平成２５年１１月５日

　平成２５年１１月２０日

　平成２５年１１月２６日

　無

　－

　－
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